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「私たちをきれいに分けることはできない」 

－混血のトレス海峡諸島民をめぐる白豪主義的分断の歴史から－ 

 

木村彩音 
 

Ⅰ はじめに 
 

オーストラリアでは 20 世紀初頭に白豪主義を掲げ、アジアや太平洋諸島からの移民と、

アボリジニやトレス海峡諸島民といった国内の先住民などの非ヨーロッパ系を排斥しよう

とした。その目的は、アングロ＝ケルティック国家の創出であった［Tilbury 2007］。 

1901 年に新たな移民の流入が制限されたことによって国内の移民人口は次第に縮小し、

純血の先住民も外部から持ち込まれた病や入植者の暴力によって、その数を大幅に減らし

ていた。一見「白いオーストラリア」は達成されたかのようにも見えたが、新たに問題視さ

れたのが、混血の先住民人口の増加であった。その多くはヨーロッパ系、いわゆる白人との

混血であったが、加えてアジアや太平洋諸島の移民と先住民の混血も、特にオーストラリア

北部で増えつつあった。こうした事態への対応として打ち出されたのが、1930 年代頃から

1960 年代頃にかけて展開した同化政策であった。それは混血、純血を問わず全ての先住民

に、先住民としての生活様式、文化、言語を放棄させ、彼らが白人を中心とする他のオース

トラリア人と同じ生活様式に従い、同等の権利と責任をもつことを規定した政策方針であ

った［松山 1993：413］。 

その根幹にあったのは、文化的に主流社会に同化した先住民や混血の先住民が、多数派の

白人との混血を繰り返すことで、肌の色や縮毛など先住民らしいとされる身体的特徴をも

主流社会に取り込もうとする「生物学的吸収（biological absorption）」であった。その前提と

なっているのは、白人との混血を進めることによって初めて、生物学的吸収は達成されると

いうことである。しかし、混血の先住民には、白人だけでなくアジア系や太平洋諸島民など

非白人との混血もいた。つまり彼らは生物学的吸収の前提から外れる人びとであった。 

彼らは主流社会の支配側にとっては制度の枠組みに当てはまらないやっかいな存在であ

りながら、彼らが登場する素地を作ったのは植民地支配そのものであった。先住民と非白人

が相互に関わりを持つ場は、植民地主義的な産業開発によってもたらされた。それが、オー

ストラリア北東部トレス海峡諸島地域に展開した真珠貝産業の開発である。そこに暮らす

先住民、トレス海峡諸島民は真珠貝産業を下支えする労働力として取り込まれた。そして彼

らと同じく、白人のために過酷な真珠貝漁を肩代わりする労働力として流入したのが、アジ

ア諸国や太平洋諸島などからの移民である。その多くは年季契約終了後に本国へ帰国した

か、過酷な真珠貝漁労働の中で命を落としたが、一部は地元のトレス海峡諸島民の女性と婚
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姻関係を結び、定住した。これによって、アジア系や太平洋諸島系移民との混血のトレス海

峡諸島民が登場した。 

 彼らは非白人の混血であったため、白人との混血を前提とした生物学的吸収の理念的枠

組みから外れていたものの、基本的に白人との混血の先住民と制度的には同じ立場にあっ

た。そのため白人との混血の先住民と同様に、同化政策の方針に基づき、近代的な教育を受

け、そのまま主流社会で賃金労働者となることが求められた。その一方で移民の出自を併せ

持つために、移民に対する白豪主義的な国家のコントロールの対象となることもあった。つ

まり混血の先住民に対する政策と移民政策という 2 重の制度が彼らの法的扱いや位置付け

を左右していたのである。そうした状況に置かれた彼らの経験は、生物学的吸収の対象であ

った白人との混血の人びととはかなり様相が異なる。それは混血が進行し、既存の政策枠組

みから外れる人びとが増えると、彼らを制度の網に含みこむために、人種のカテゴリーを細

分化していく過程で、さらに複雑かつ状況依存的になった。 

本稿では、白豪主義下で展開した人種に基づく制度的分断を混血の先住民がいかに経験

し、それを現地の文脈でどのように解釈したのか、木曜島（Thursday Island）の事例から検

討する。非白人との混血の先住民の中でも、本稿で主な議論の対象とするのはアジア系移民

とトレス海峡諸島民の混血である。後で詳しく論じるが、白豪主義下ではアジア系移民男性

と先住民女性が親密な関係になることが問題視され、その混血を抑制する政府の動きが特

に顕著であった。その動きとは裏腹に、真珠貝産業の中心地トレス海峡諸島ではそうした事

例が数多く見られた。その地域的事情から、アボリジニよりも特にトレス海峡諸島民に焦点

を当てる。 

なお、以下ではトレス海峡諸島民とアボリジニを包括して示す場合は先住民、個別に論じ

る場合は、トレス海峡諸島民、アボリジニとそれぞれ表記する。ただし白豪主義下において、

彼らは公的には「原住民（natives, native people）」と呼ばれていた。本稿では混乱を避けるた

め、直接引用など必要な場合を除いて、先住民という語を用いることを断っておく。混血の

先住民は、基本的に先住民と非先住民の混血の人びとを意味する語として用いる。区別する

必要がある場合にのみ、白人との混血、アジア系との混血といったように表記する。また当

時の法文書等では、混血の先住民はハーフ・カースト（half-caste）と表記されるが、直接引

用、制度的なカテゴリーとしての混血の先住民を指す場合にのみこの語を用いる。ヨーロッ

パ系オーストラリア人のことは、引用、法文書での表記を除き、一括して白人と表記する。

移民と表記する場合は、アジア系、太平洋諸島民を含む移民全般を指し、それ以外の場合は

その都度個別に記載することとする。 

  

Ⅱ 先行研究 
 

いわゆる「白いオーストラリア」の形成の脅威とみなされたのが、ゴールドラッシュを皮

切りに大量に流入したアジア系、太平洋諸島移民と、いずれ「絶滅」するとみられていた先
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住民であった。つまり白豪主義は、外部と内部双方向に進行する人種の有色化の抑止として

標榜されたといえる。その主たる争点の 1 つが、混血の先住民の位置付けであった。純血の

先住民は疫病や入植者の暴力によってその数を減らし続けていたが、一方で混血が進み、混

血の先住民の人口は増加した。流入する移民の数を制限することは比較的容易であっても、

混血の先住民の増加はそう簡単に歯止めをかけられるものではなかった。 

先住民に対する白豪主義の議論は、純血の先住民への対応に加えて、混血の先住民に対す

る政府の介入、つまり同化政策が大きな論点となってきた。当時のオーストラリアでは、混

血の先住民は、片親が移民か白人かにかかわらず、ほとんど一律に「ハーフ・カースト」と

分類されることになっていた。連邦政府は 1920 年代頃から彼らの人口増加を問題視し始め、

1930 年代後半頃から対先住民政策を保護、隔離政策から同化政策へと転換する。1937 年に

は第 1回連邦原住民福祉会議（the Commonwealth-State Native Welfare Conference）が開催さ

れ、先住民と非先住民の出自をもつ混血の人びと（ただし純血は除く）は、白人との通婚を

重ね、「混血によって脱色する（breeding out the colour）」ことで、最終的に市民社会に生物

学的に吸収されるべきであるという主張を含んだ決議を行った［McGregor 2002：293］。こ

れがその後およそ 30 年にわたって展開される同化政策の根幹となったのである。 

先行研究では、同化政策が先住民社会に及ぼした構造的打撃や、その背景にある社会ダー

ウィニズムと結びついた人種観念が批判されてきた。先住民権利回復運動の高まりととも

に、その暴力性が明るみに出ると、議論の焦点は過去の暴力への償いにシフトし、先住民に

対する植民地主義的な介入への謝罪と和解への動きが主に論じられてきた［木村 2018］。例

えばハービッチは、白豪主義下における先住民の子どもに対する福祉制度に着目し、福祉の

名の下に先住民や混血の先住民の子どもが先住民社会から切り離され、主流社会への同化

が図られたことによって、先住民社会の文化や、集団としての持続性が根底から破壊された

ことを痛烈に批判している［Haebich 2000］。またモランは、当時の一連の政策を分析し、生

物学的吸収と文化やエスニシティの多様性を忌避する当時のナショナリズムとの結びつき

を論じている［Moran 2005］。謝罪と和解のプロセスに着目した窪田は、個々の先住民が経

験した植民地主義的暴力が、国家的なトラウマの言説へと集約されていることを指摘した

［窪田 2019］。 

政策の対象であり、先行研究でも議論の主たる対象となっているのは、白人との混血の先

住民であった。白人との混血は、「白いオーストラリア」を脅かすものでありながら、混血

を推し進めていけば、彼らを「脱色」し生物学的に主流社会に吸収できると考えられてもい

た。彼らは脅威であると同時に、白人との混血であるがゆえに、主流社会に「引き上げられ

る」と考えられていたのである［Moran 2005：173-174］。一方で、非白人との混血の先住民

はその射程には入っておらず、生物学的吸収の対象とはなっていなかった。彼らもまた制度

上は「ハーフ・カースト」として位置付けられていたものの、少数なうえに生物学的吸収と

しての同化の対象ではなかったために、モランやハービッチの先住民への白豪主義的介入

としての同化政策をめぐる議論では、ごく断片的にしか扱われていない。 
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白豪主義の政策展開をめぐる議論でも、非白人系移民と先住民政策の思想的関連性や社

会的背景の共通性は看過されてきたきらいがある。こうした傾向について、カーソイズは、

20 世紀前半の先住民およびアジア系移民に対する政策変遷や社会の反応は、同化政策を含

めて白豪主義下で並行して展開しており、19 世紀よりもはるかに双方の関連性は強まった

にもかかわらず、両者が関連づけられて議論されることはこれまでほとんどなかったと指

摘している［Curthoys 2000：25］。特にアジア系移民は、先住民と並んで白豪主義の主たる

ターゲットであった一方で、その政策や思想展開は先住民とは分けて議論されてきた。 

シュヌカル、ラムゼイ、永田らは、こうした課題に木曜島を舞台とした事例からアプロー

チしている。彼らは各アジア系移民集団の様態と集団間の関係性に加え、白人やトレス海峡

諸島民との関係性も扱い、常に舵取りされ、交渉される（Navigated）集団間の境界を論じた

［Shnukal, Ramsay and Nagata 2004］。彼らの研究は、それまで個別に取り上げられてきた多

様な民族集団の関係性を俯瞰し、移民、先住民集団をめぐる管理制度、そしてその中での各

集団がどのように相互交渉していたのか詳細に検討している。これは移民集団と先住民集

団の関係性をめぐる歴史的背景を掴む大きな手がかりではあるものの、移民と先住民の通

婚、そしてそこから登場した混血の先住民をめぐる管理制度や人びとの日常世界に関して

は、捕捉的な考察に留まる。 

シュヌカルらの論集の論者の 1 人であるガンターは、オーストラリアにおける人種の歴

史をめぐる公的な認識は「黒人 /白人（Black/White）」、「アジア人 /アングロサクソン

（Asian/Anglo）」といったように二項対立的な図式によって成り立っており、常に「白人

（Whiteness）」が中心的な参照点であったと指摘した。しかしトレス海峡諸島を含むオース

トラリア北部では、人種をめぐる社会情勢の変化や制度的展開の中心的なアクターはアジ

ア系移民や先住民であり、白人を主要な参照点とするのは有効ではないとしている。そのう

えで彼女は、このことはオーストラリアのナショナルな歴史における大前提を揺らがせる

ものだと述べている［Ganter 2004：219-220］。彼女の主張は、非白人の混血の先住民が、こ

れまでの白豪主義をめぐる研究において周縁的な関心であったことを示唆する重要な指摘

であるといえる。 

またベケットは、第二次世界大戦前後の真珠貝産業において、トレス海峡諸島民を安価な

労働力として取り込むシステムのあり方と移民の管理構造を比較した。彼はより先住民に

比重を置き、植民地主義的な産業管理や経済に先住民社会が構造的に取り込まれ、階層化さ

れるプロセスにおいて移民集団との関係性を描き、その経済的社会的不均衡を指摘した。彼

の論考の中では、混血の先住民はその他の先住民より優れた労働者と位置付けられていた

ことが指摘されているが、彼らの制度的な処遇、それを実際に経験した人びとの姿は明らか

にされていない［Beckett 1982］。 

非白人との混血の先住民は、人種分類に基づく制度上では、どこにも完全には当てはまら

ない存在でありながら、真珠貝産業の場では先住民よりも移民寄りの優れた労働者と位置

付けられることもあり、その立場は極めて個人や状況に依存的で、偏差があった。こうした
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状況を、混血のトレス海峡諸島民がどう経験し、現地の文脈でそれがいかに解釈されていた

のか検討することで、支配側の混血に対する認識と現地の混血に対する認識の差異を指摘

し、現地の人びとがそうした主流社会の支配者側との認識のずれをどのように捉えていた

のか明らかにしたい。 

 

Ⅲ 木曜島と真珠貝産業の勃興 
 

本稿ではトレス海峡諸島民（Torres Strait Islander）を主たる議論の対象とする。彼らは、

アボリジニと同じくオーストラリア先住民であるが、そのルーツはオーストラリア大陸本

土ではなく、パプアニューギニアとオーストラリア北東部ケープヨーク半島の間に点在す

る、トレス海峡諸島にある。メラネシア系の集団とされ、オーストラリア本土の先住民アボ

リジニとは共通点を有しつつも、異なる社会的文化的背景を持つ。総先住民数のうち 9％ほ

どで、アボリジニに対して人口が少なく1、「マイノリティの中のマイノリティ」と評される

こともある［Shnukal 2001］。彼らは主に、この地域で展開した真珠貝産業を通じて植民地支

配を経験した。その中心地となったのが木曜島（Thursday Island）である。木曜島はトレス

海峡の中央部に位置し、かねてから当地域の行政と経済の中心地であった。かつては水のな

い土地という意味のワイベン（Waiben）という名で呼ばれていた。水資源に乏しかったため、

1800 年代以前はほぼ無人島であったとされている。人口は 2016 年時点で 2,938 人、面積は

約 3.5 平方キロメートルと面積の小さい島である［Australian Bureau of Statistics 2016］。 

トレス海峡は高瀬貝、白蝶貝、黒蝶貝などの真珠貝をはじめとする海産資源の豊かな海で、

入植以前からマッカサンと呼ばれる東南アジアからの漁師や中国人漁師の船がナマコやイ

セエビ、真珠貝などを求めて航行していた。こうした海産資源を対象とした産業が、入植以

来、大規模に展開されることとなる2。1860 年代に展開し始めた真珠貝産業は、服のボタン

に用いられる真珠貝の価格高騰によって著しい興隆を見せ、サトウキビ栽培と並んでクイ

ーンズランド州の基幹産業となった。1877 年にはその拠点として、木曜島に行政機関が設

置された。真珠貝製のボタンはヨーロッパやアメリカなどに輸出され、高額で取引された。

1870 年代頃までは白人がこの産業の主たる労働力であったが、それ以降真珠貝資源が乏し

くなるとともに価格が下落し、より低賃金で雇える労働者の獲得が急務となった。こうして

白人労働者に代わって、太平洋諸島民とアジア系移民が仕事を担うことになる［Beckett 
1977：82］。当初はポリネシア、メラネシアなどの太平洋諸島民が主な労働力であったが、

1880 年の太平洋諸島民労働者法（The Pacific Island Labours Act of 1880）によって太平洋諸島

民の労働者3が新たに入ってこなくなり、その不足を埋めるため東アジア、東南アジアの労

働者を大量に受け入れた。こうして、真珠貝産業の主要な労働力は太平洋諸島民からアジア

人にシフトすることになる。一方で、一部の太平洋諸島民はトレス海峡諸島民の女性と婚姻

関係を結び、そのまま現地に定着した。 

 以来、マレー人、中国人、スリランカ人、フィリピン人、インドネシア人など、多様な民
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族集団が流入し、トレス海峡中央部の島々に、アジア人コミュニティが形成された［Shnukal 

and Ramsay 2004：35-39］。特に真珠漁業に潜水服が導入された際には、優れた技術と経験豊

富なダイバーとして日本人が好まれるようになり、1880 年代に日本人の大規模な移民受け

入れが開始された。その後 10 年足らずで日本人移民の人口は木曜島の総人口の 60％に相当

する 1,000 人にも上った［和歌山県 1957：192］。真珠貝漁は技術的な難易度によって階層

化された分業体制が取られ、ダイバーを筆頭に、各民族集団がそれぞれ特定の業種（船長、

テンダー4、水夫、料理番など）を担うようになった［Ganter 1994：30-31］。シュヌカルとラ

ムゼイは、その労働システムの構造自体が、人種主義的なイデオロギーに基づくヒエラルキ

ーであったと指摘している［Shnukal and Ramsay 2004：39］。 

 しかしこのようなアジア系移民の活躍は、1900 年代初頭頃から白豪主義が始まったこと

によって歯止めがかけられることになる。アジア系移民の流入は大幅に制限されたが、真珠

貝漁に従事する一部のアジア系移民は、ある程度数を制限されつつも、例外として渡豪を認

められた［丹野 2020：24］。 

 こうしたなか、先住民は 1910 年代頃までには素潜りのダイバーや水夫などの労働者とし

て真珠貝産業に従事するようになっていた。その多くがアジア系移民の船長のもとで働き、

なかには潜水服を用いた潜水技術を学ぶ者もいた。彼らは概して友好的な関係を築き、先住

民の女性を恋人や婚姻相手に選ぶアジア系移民も少なくなかった。 

 しかしこうした状況は、第二次世界大戦の勃発によって一転する。木曜島は軍の重要拠点

として部隊が駐留し、住民は本土へ避難した。戦後、木曜島の元の住民は島への帰還を許可

されたが、アジア系移民一世の多くは島に戻ることはなかった。リーターシップをとってい

た一世を欠いた民族集団は、かつてのような明確な境界をもつ集合性を取り戻すことはな

かった。アジアからの新たな移民も戦前に比べると激減した。代わりに、戦後はトレス海峡

諸島民を含む先住民の移動制限が緩和され、木曜島には他の島々から多くのトレス海峡諸

島民がより近代的な生活と職を求めて移住するようになり木曜島の多数派となった。現在

の木曜島では、より通婚が進んだことによって、太平洋諸島民やアジア系移民の祖先を持つ

トレス海峡諸島民がほとんど多数派といってよいほどのプレゼンスを占めている。 

 

Ⅳ 混血のトレス海峡諸島民の形成 
 

１ トレス海峡諸島民に対する政府の対応の変遷 

混血のトレス海峡諸島民の制度的位置付けとその変遷を論じるために、トレス海峡諸島

民とアジア系移民の制度的位置付けの変遷をそれぞれ整理しておきたい。まずトレス海峡

諸島民は、同じ先住民であるアボリジニとは、歴史的に制度上の扱いが微妙に異なっていた。

表１で示したのは、1800 年代後半から同化政策期にかけてのトレス海峡諸島民をめぐる制

度の変遷である。トレス海峡諸島民の法的立場の変化は、トレス海峡諸島地域自体の法的位

置付けの変遷に連動している。トレス海峡諸島が太平洋諸島民保護法（Pacific Islanders 
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Protection Act）によって正式にクイーンズランド植民地に併合されたのは 1872 年のことで

あり、それによってトレス海峡諸島民は、オーストラリア国内に居住する「太平洋諸島民

（Pacific Islanders）」に区分されることになった。その後 1884 年の原住民労働者保護法（the 

Native Labourers’ Protection Act of 1884）の制定によって、正式に「オーストラリア原住民

（Native, Native people）」として扱われるようになった。それに伴い、1912 年には木曜島な

ど一部の島を除くトレス海峡諸島全地域が原住民保護区域、いわゆるリザーブに指定され

た。これによって、リザーブ内のトレス海峡諸島民の生活はアボリジニ保護官の管理下に置

かれることになる。就労、婚姻、居住地の決定には保護官の許可を得なければならず、一旦

許可が降りても保護官側の都合で取り消される場合もあった。これによってトレス海峡諸

島民は許可なく本土へ移動したり移住したりすることを禁じられ、現金収入を得るために

は彼らのほとんどが真珠貝産業に従事するほかなく、否応なしに労働力として取り込まれ

ることになった。また労働で得られた僅かな賃金も保護官の管理下に置かれ、使途を申請し

なければ引き出すことができなかった。そのうえ保護官が管理している賃金を不当に横領

していることもままあった。 

その一方で、トレス海峡諸島民は法的にはアボリジニと同様「原住民」という立場となっ

た後も、真珠貝産業の労働者階層の中ではアボリジニより上に区分されていた。それは太平

洋諸島民というカテゴリーが労働者階層の中では先住民よりも上に位置づけられており、

トレス海峡諸島民の制度上の扱いが先住民へと変動しても、実質はまだ太平洋諸島民の延

長線上に位置づけられていたからである。 

 また「原住民」に課せられる制限やアボリジニ保護官による管理には抜け道があった。そ

れは白人かアジア系移民と法的に婚姻関係を結ぶことで、保護法適用の免除対象となるこ

とである。例えば、当時の木曜島ではトレス海峡諸島民の居住は許可されていなかったが、

白人かアジア系移民の配偶者はたとえトレス海峡諸島民でも、子弟とともに木曜島で暮ら

すことができた。リザーブに指定されていない木曜島やその周辺の島々で暮らすことで、他

のトレス海峡諸島民との交流は無くなったものとして、トレス海峡諸島民の配偶者やその

混血の子どもは保護法の適用を免除されたのである。ただし婚姻関係が解消された場合、ト

レス海峡諸島民側は再び保護法の対象となり、場合によってはトレス海峡諸島外にある本

土のリザーブに送られるケースもあった［Osborne 2009：25］。 

 

表１ トレス海峡諸島民をめぐる制度の変遷 

1872年 太平洋諸島民保護法制定。トレス海峡諸島をクイーンズランド植民地に併合。 

1880年 太平洋諸島民労働者法制定。太平洋諸島民労働者の受け入れ禁止。 

1884年 原住民労働者保護法制定。トレス海峡諸島民を「原住民」と定める。 

1912年 トレス海峡諸島のほぼ全域を先住民保護区に指定。 

1937年 第１回連邦原住民福祉会議開催。先住民に対する同化政策の本格化。 
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２ アジア系移民に対する政府の対応の変遷-真珠貝産業との関わり 

アジア系移民をめぐる政府の対応は、白豪主義と経済発展のための労働力確保との間で

揺れ動き続けてきた。1901 年に移民制限法が制定されて白豪主義が本格化し、アジア系移

民の流入がかなりの程度制限された状況にあっても、真珠貝産業で莫大な利益を生んでい

たトレス海峡諸島地域および西オーストラリア州ブルームなどでは、日本人などの移民が

例外的に認められていた。一方で、クイーンズランド州では 1898 年に真珠貝・ナマコ漁船

の独立操業が英国国民に限定されるなど、産業における彼らの権力を抑制する措置も採ら

れた。しかし実際の現場では、名義だけ自分のものにしておいて、実際の操業をほとんどア

ジア系移民に任せる英国国籍の白人もいた。 

そのような例外はあったものの、アジア系移民は基本的に年季契約労働者であり、任期が

切れると本国に戻ることが期待されていた。白豪主義下では基本的に永住は認められず、帰

化することもできなかった。1920 年に国籍法（the Nationality Act of 1920）と外国人登録法

（the Alien Registration Act of 1920）が制定されると、非英国系移民がオーストラリア内で婚

姻した場合、その家族も法制度上は外国人とみなされることになった。たとえば父親がマレ

ー人であった場合、その妻と子どもは、生物学的出自にかかわらず制度上はマレー人と分類

されるということである。その結果、彼らの処遇は外国人に対する法律によって取り決めら

れることになった。 

 第二次世界大戦時、木曜島に居住するアジア系移民のうち、日本人は敵性外国人として拘

束され、本土の強制収容所へ抑留された［永田 2003：91-93］。他のアジア系移民は本国に

戻るか本土に避難した。戦後、元居住者は木曜島への帰還を許可されたが、戻ったアジア系

移民はそれほど多くはなかった。そのため、戦前の移民一世を中心とした日本人街などのエ

スニック集団のコミュニティ、居住区は実質解体した。 

 

表 2 アジア系移民をめぐる制度の変遷 

 

 

 

 

 

 

 

３ トレス海峡諸島民とアジア系移民の通婚 

 当時のオーストラリア連邦政府の移民政策は、基本的に労働者の単身移民を前提として

いた。真珠貝産業に従事するアジア系移民は例外的に認められていたものの、夫婦での移民

を禁止しており、男性労働者が単身で移民するよう定めていた。このことによって、木曜島

1898年 真珠貝・ナマコ漁船の独立操業が英国国民に限定される。 

1901年 移民制限法制定、白豪主義の本格化。 

1920年 国籍法、外国人登録法制定。非英国系の子息は外国人となる。 

1939年 
第二次世界大戦勃発。白豪主義政策の一時停止、敵性外国人の移

民を収容所に順次抑留。 
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のアジア系移民集団は現地のトレス海峡諸島民の女性たちを恋愛や性愛の対象として、時

には婚姻相手として求めた5。 

 トレス海峡諸島民側でも、娘を持つ一家は移民男性を夫として求める傾向が 1890 年代に

はあったという［Haddon 1908：110］。これには夫側が妻方家族に払う婚資が関係している。

真珠貝産業では民族集団ごとの分業体制が採られており、各仕事の難易度や必要な技術、危

険性などがそのまま賃金に反映されていた。つまり、より危険で技術を要する仕事に就くア

ジア系移民は賃金が高い傾向にあり、船員や雑用係を任されるトレス海峡諸島民の多くは

賃金が低かった。またトレス海峡諸島民が「オーストラリア原住民」とされ、保護法の対象

となってからは、その僅かな賃金も保護官によって管理されるようになった。こうした状況

のなか、貨幣経済の浸透、またそれに伴う小麦や砂糖などの普及につれ、賃金の低いトレス

海峡諸島民の男性よりも高給取りのアジア系移民男性が婚姻相手として好まれるようにな

ったのである。また前述のとおり、アジア系移民と法的な婚姻関係を結ぶことで配偶者本人

もその子弟も保護法を免除されることも、トレス海峡諸島民側にとっては大きなメリット

であった。 

こうした両者の通婚に対して、連邦政府に先駆けてクイーンズランド州のアボリジニ保

護官主任であったロス・ウォルター博士は早くから制限に動いていた。彼はクイーンズラン

ド北部での先住民女性6とアジア系男性の交流とその婚姻を、白豪主義を脅かす現象とみな

し、それを徹底的にコントロールしようとした。そのための州法改正に動くとともに、全て

の聖職者に、ロス博士の助言を受けることなく先住民女性と有色の外国人男性との婚姻を

取り仕切らないよう勧告し、先手を打った［Ganter 2004：220-224］。その後 1901 年にクイ

ーンズランド州法のアボリジニ保護法（Aboriginals Protection and Restriction of the Sale of 

Opium Act 1897）が改正され、先住民の婚姻は全て保護官の許可を得ることが義務付けられ

た。しかし先住民女性と移民男性の関係性は事実婚や一時的な関係であることもしばしば

であったため、結果として通婚による保護法免除を阻止することはできても、移民の混血の

先住民の形成には歯止めはかからなかった。 

 

４ 混血の先住民の制度的位置付け 

当時のオーストラリアでは、母親が先住民、父親が非先住民の人びとは一律に制度上「ハ

ーフ・カースト」に分類され、白人の混血とアジア系移民の混血は区別されていなかった。

その一方で連邦原住民福祉会議での「混血によって脱色する」という表現にも現れているよ

うに、同化の対象として前提となっているのは、あくまで白人との混血の先住民であった。

彼らは選挙権こそなかったものの、表面上はオーストラリア市民として扱われることにな

ったために、各福祉制度や教育制度の対象となった。これらの制度は、他のオーストラリア

市民と同程度の教育システム、生活様式に、白人との混血の先住民を取り込み、彼らの「先

住民らしさ」とされるものを削ぎ落とすことを目指した。それによって最終的には、更なる

白人との通婚、混血を促進することが意図されていた。その思惑通り混血が進むにつれ、４



 62 

分の１先住民の血を引くとされるクアドルーン（Quadroon）や、８分の１先住民の血を引く

オクトルーン（Octoroon）という法的カテゴリーが設定され、人種による分類体系はいっそ

う複雑になっていった。 

 一方、非白人との混血の先住民の制度上の扱いは、白人との混血の先住民とは異なり、状

況依存的で一律のものではなかった。ここでは全ての状況を網羅することはせず、主に木曜

島におけるアジア系移民とトレス海峡諸島民の混血の人びとをめぐる状況を検討すること

とする。 

ガンターは、クイーンズランド州においては先住民に対する保護や同化をめぐる法制度

は、明らかに北部におけるアジア系移民と先住民との関わりとともに展開したものである

と指摘する。彼女によると、先住民とアジア系移民は、一夫多妻や、幼い頃に結婚の相手を

親が決める制度など、当時の倫理観や道徳観には合わない慣習を共有しており、両者が親密

になると当時のオーストラリアにおける家族観や倫理観に悪影響を及ぼすと考えられてい

た。特に女性は、家父長的なオーストラリアの道徳観において、家族、階級、人種の境界線

を維持する役割を期待されており、多くの女性がそれらの役割から外れることは、オースト

ラリアの道徳的な家族のあり方全体を脅かすとされた。そうしたことから、先住民、特に先

住民女性とアジア系移民との婚姻は「不道徳」な家族のあり方を助長するとみなされ、両者

の混血を抑制しようとする思惑が主流社会の権威者側にあったとガンターは論じている。

アジア系との混血の先住民は、そうした不道徳を象徴するとともに、制度の設定する人種の

カテゴリーのどこにも完全には当てはまらない存在として、主流社会の権威側には問題視

されていたという［Ganter 2004：220-225］。 

 さらに民族集団によって分業体制がとられていた真珠貝産業との関わりから、一口にア

ジア系移民との混血の先住民といってもどの民族の移民との混血なのかによって扱いは異

なっていた。それはほぼ真珠貝産業における民族集団の階層を投影するものであった。とは

いえ、通婚が進むに連れてそれまで真珠貝産業の構造を基礎として、制度上も社会的にも明

確に区分され、階層化されていた民族集団の境界は曖昧なものになっていった。 

 戦後木曜島に戻ってきたアジア系移民との混血のトレス海峡諸島民は、再び戦前と同じ

同化政策下に置かれることとなる。その後、先住民の権利向上が支持され、多文化主義政策

への方針転換がされる 1970 年代頃まで、基本的な位置付けは戦前の体制を踏襲したかたち

となった。一方で戦後の真珠貝産業では、移民一世たちに代わって混血の先住民が独占的な

立場を獲得した。戦後の真珠貝産業での覇権を握ったのは、バドゥ島の太平洋諸島民との混

血の一族とマレー系との混血の一族だった［前川 2000：77-79］。ベケットは、このことを

外国人移民の方がトレス海峡諸島民より優れた労働者であるという考え方が戦後も根強か

ったためであると分析している［Beckett 1977：101］。 

 木曜島における非白人との混血のトレス海峡諸島民は、社会的「不道徳」の象徴として問

題視される一方で、真珠貝産業の場では移民の出自から優れた労働者として重宝されるこ

ともあった。つまり、社会秩序の観点と経済的有益性の観点の間で彼らの評価は真逆であり、
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そうした意味合いにおいて彼らの存在は両義的であった。 

 

Ⅴ 「非白人との混血であること」を生きる 
 

 本章では、混血の先住民、特にアジア系との混血のトレス海峡諸島民が人種による公共空

間の分断をいかに経験したか、個別の語りから検討する。第二次世界対戦以前の状況につい

ては、あるトレス海峡諸島民女性のライフヒストリーをインタビュー等から構成した伝記、

Ina’s Story を中心に、先行研究で収集された事例をもとに記述する。第二次世界大戦中に関

しては、同化政策は実質上停滞しており状況も特殊であったため、ここでは考察の対象とし

ない7。戦後に関しては、2020 年 2月から 2020 年 11月にかけて、木曜島でおこなった筆者

の現地調査によって得られたデータを先行研究の基礎情報で捕捉し、再構成したものであ

る。形式はインフォーマルインタビューで、使用言語は主に英語である。ただし、クリオ

（creo）と呼ばれるトレス海峡諸島民のクレオール英語の単語や表現が部分的に使用されて

いる。これは必要な場合にのみ現地語を併記する。 

 

１ 1930年代の木曜島における混血の子どもたち 

 サモア人の祖父を持つトレス海峡諸島民の女性アイナは、木曜島の北西部に位置するナ

ギ島（Naghir Island）の出身で、1927 年に生まれた。1930 年代に双子の姉妹や弟とともに木

曜島のカソリック系の寄宿学校に入れられ、家族と離れて暮らすことになった。彼女自身は

アジア系移民の混血ではないが、彼女の語りからは木曜島の学校現場において、混血の先住

民、特にアジア系移民との混血のトレス海峡諸島民の子どもたちがどう扱われていたのか

窺い知ることができる。 

 

 当時は州立の学校もあって、丘の上の白人の学校と、今小学校があるところにあ

った、有色（coloured）の学校に分かれていた。白人の子は白人の学校に行き、そ

のほかの有色の子たちは誰でも全員有色の子の学校に行っていた。つまり、日本人

でもマレー人でも、インドネシア人でも、そしてハーフ・カーストも全員ね。白人

の子達はそういう黒人の子（black kids）と一緒にスポーツをすることは禁じられて

いたのを思い出すわ。私の長女、エリーがバスケットボールをしていた 60 年代の

最初の頃から半ばくらいもそうだった。今だったら、レイシストと言われるところ

でしょうけど、修道院8にいた頃はそんなふうに考えたことがなかった。誰かがそ

んなことを言ってたかどうかも覚えていない。ただそれはあるがままそうだった

だけなの。 

 修道院にはカトリックのハーフ・カーストの子達だけが寝泊まりしていて、白人

の子たちは通いの生徒だった。あの子達の両親は島内にいたから。だからクラスの

中では私たちは隔てられていなかった。1 度だけ、ペギー・タルボットという白人
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の子が両親の不在の時に 1 階で修道女たちと寝泊まりしていた。あの子は絶対に

他の有色の女の子達と関わろうとしなかった。（中略）修道院での私の暮らしはま

るで、おとぎ話のようだけれど、それは幸せな物語ではなかった。母から離れて修

道院に入れられ、大きなショックを受けたけど、私はそこで父が望んだことをやり

遂げたの。つまり、学ぶことよ。私は全て石と木とセメントでできたところに捕ら

えられていた。そして９年もの間、学ぶためにとても大きな目（proper big eye）に

なって過ごしていたの［Titasey 2012：25-29］。 

 

 まずアイナの語りから読み取れるのは、同化政策初期における、白人とそれ以外の人びと

の分離である。彼女は白人以外の人びとは、混血であれ純血のトレス海峡諸島民であれ同じ

学校に通っていたと話す。彼女はそれを当時は人種差別だと考えたこともなかったと話し

ており、そうした体制がごく当たり前のように成立していたことをうかがわせる。一方で、

修道院に通っていた白人の子どもが決して自分たちと関わろうとしなかったことが語られ

ていることから、肌の色で分けられているという意識が当時からあったことがわかる。 

 彼女はそうした修道院での生活を幸せではないおとぎ話と語り、それまでの自分の生活

と比べると浮世離れした、全く異なるものとして描写している。母と分断され、最後にその

生活を通して「とても大きな目になって学んだ」と語られているのは、物事は本で読んで学

ぶものではなく、実際に見て学ぶものだというトレス海峡諸島民の考え方に則っている。現

在でも、トレス海峡諸島民は白人の教育を相対化して、自身の学びのあり方を語る際に「コ

レ・ピープル（Kole People、トレス海峡諸島民のクレオール英語で白人を意味する）は文字

で読んで学ぶが、私たちは大きな目になって、やり方を実際に見て学ぶんだ」といったよう

に、しばしばこうした表現を用いる。 

 

２ 1960年代の状況 

1960 年代の状況を示す事例として、日本人とマレー人の祖先を持つトレス海峡諸島民女

性 L（60 代）の語りを提示する。彼女の祖先である日本人、シバサキ・キュウキチ氏は和歌

山県新宮市三輪崎出身で、1918 年に真珠貝産業のダイバーとして渡豪した。その後ホーン

島生まれのマレー系トレス海峡諸島民の女性と結婚し、６人の子どもを持った。そのうちの

次男がバドゥ島出身のトレス海峡諸島民の女性との間に５人の子どもをもうけた。その１

人が L である。彼女は 1950 年代頃に木曜島で生まれ、そこで同化政策を経験したほとんど

最後の世代である。 

彼女は現在、木曜島で州立のハイスクール9の教員をしている。モア島出身の男性の元パ

ートナーとの間に息子（20 代前半）が、また伝統的養子による娘（10 代前半）がいる10。現

在、L はこの娘と、モア島出身でハイスクールに通うために同居している母方メイ（10 代後

半）の３人暮らしである。彼女は、同年代のマレー系、白人、アボリジニとの混血である友

人や、娘の名付け親である元パートナーのオバとの小さなディナーパーティの席で、自分の
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幼少期の頃の木曜島のことを語った。ワインがひと瓶空になり、参加者がほろ酔いになった

頃、話は唐突に始まった。 

 

昔、まだ私が子どもの頃は、TI11のメインストリートにある、今の薬局の向かい

に映画館があったの。席が白人、アイランダー、ハーフ・カーストと呼ばれていた

ブラウンスキンの人たち、アジア人で分かれていた12。２階席の１番いい席が白人、

ブラウンスキンとアジア人は１階の前の方、アイランダーが１番後ろだった。木製

のシートに、それ（筆者注：誰がどこに座っていいか）が書かれていた。墓地が人

種で分けられていたのは知ってるでしょうけど、そんな娯楽の場まで私たちは分

けられていたのよ。私たちをそんなふうにきれいに分けられるはずがないのに。 

 

（「本当にバカよね！」と友人。オバがゲラゲラと笑う。L が「そうよねー」と返

す。何本目かよくわからないが、ワインの瓶がまた空になる） 

 

 ［2020 年 5月 30日のフィールドノートより］ 

  

 彼女の幼少期、1960 年代は、既に移民一世のほとんどが帰国するか、亡くなっていた状

態で、新たに入ってきたアジア系移民はごく僅かしかいなかった。また彼女自身の出自を鑑

みてもわかるように、かなりの程度通婚が進んでおり、厳密な区分は困難であったはずであ

る。そのため、周りの友人や義理のオバも同意したように、どの席に誰が座るかはかなりの

程度見た目で決まっていたという。友人はそれを嘲り、オバは同意するように声をあげて笑

う。「私たちをそんなにきれいに分けられるはずがない」という言葉には、明確に線引きさ

れた人種分類で人びとを分断しようとする主流社会側の意図と、混血の進んだトレス海峡

諸島民の生活実感や現地の自他認識との間にズレがあることを示している。理不尽に分断

されていたことに対する苦悩や辛さといった感情は後景に退き、主流社会側を「自分たちの

自己認識を理解していない他者」として一笑に付している。こうしたやりとりは、酒の席で

半ば冗談のように交わされるが、それだけ彼らの実感をそのまま反映しているものと思わ

れる。 

映画館のような不特定多数が出入りする公共空間だけでなく、見た目による区分は学校

教育にも及んでいた。L の母方イトコにあたる男性 P（70 代）は、自身の幼少期から青年時

代のことを語る際に、自身と L のハイスクールでの生活を次のように振り返った。 

  

 自分たちがハイスクールに通っていた頃は、TI には２つのハイスクールがあっ

た。サーズデーアイランドハイスクール（Thursday Island high school）とワイベン

ハイスクール（Waiben High School）だ。ワイベンは「ブラック」の学校だった。サ

ーズデーはそれ以外の子どもが通っていた。でもそれは親や家族が誰かで決まる
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んじゃなくて、完全に肌の色の見た目で決まってたんだ。だから同じハーフ・カー

ストでも、肌色が暗い自分はワイベンへ、フェアスキン（Fair Skin 13）の L はサー

ズデーに通っていたんだ。そんな区別は自分たちの暮らしにとっては、本当に無意

味だったよ。なぜかって、みんな多かれ少なかれ、アイランダー14ではない祖先の

血を引いてるからさ。 

 

［2020 年 10月 11日のフィールドノートより］ 

 

 P はサモア人やヴァヌアツ人の祖先を持つトレス海峡諸島民であるため、本人が話すよう

に肌の色は比較的暗めで、アジア系の祖先を複数持つ L は比較的明るめの肌をしている。

先住民を含め複数の出自を持つ彼らはどちらも制度上は「ハーフ・カースト」に分類される

はずだが、肌の色の明暗で通う学校が決定づけられていた、と彼らは話す。実際の手続きの

際にそれが判断材料としてどこまで重視されたのか、現在の時点では不明であるが、少なく

とも彼らは肌の色が学校教育の区分に影響していたと捉えていることがわかる。 

 P がこのことを語った際には L も同席しており、相槌を打ちながら彼の語りに耳を傾け

ていた。彼女の兄弟も同様にサーズデーアイランドハイスクールに通っていたということ

もあり、P の認識は L も同じく共有しているものである。 

  

Ⅵ 考察 
 

１ 人種による分断の経験 

 ここまで 1930 年代末期から 1960 年代頃の木曜島で、混血の先住民が人種概念に基づく

公共空間での分断をいかに経験してきたか、個別事例を通じて詳述してきた。ガンターが指

摘したように、当時の制度は白人を中心的な参照点とし、彼らとの混血の先住民を制度上の

「ハーフ・カースト」の主たる構成者としたために、白人以外の混血の先住民の扱いは一貫

していなかった。 

 戦前の同化政策開始直後の時代は、アイナの語りに見られるように、白人とそれ以外の人

びとは厳密に分けられていたものの、白人の混血と非白人の混血はそれほど明確に区別さ

れていなかった。当事者の間ではそれが「白人か有色か」という肌の色での区別であるよう

に捉えられていた。一方で「有色」と一括された人の中の細かな違いを、アイナを含めた当

事者らはかなり正確に意識していた［Titasey 2012：24-26］。 

その後、L や P が幼少期を過ごした 1950〜60 年代は戦前の体制がほぼそのまま継承され

た同化政策期ではありながら、70 年代から本格化する統合政策やその後の多文化主義政策

への過渡期でもあった。L も P も、映画館や学校などの公共の空間が人種によって分断され

ていたと話すが、それはあくまで外見によって決定づけられる分類であったとも語ってい

る。実際に制度がどのようにそこで運用されていたかは明らかになっていないが、彼らは自
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分たちを分断する線引きが、現実の状況に即さない、意味のないものだったと言う。周囲に

いた友人やオバの反応には、それを嘲るような雰囲気さえ滲み出ている。アイナの時代より

もさらに人びとの混血が進んだ時期において、人種のカテゴリー区分と多様な人びとで構

成されている木曜島の生活実感や彼らの自他認識との間には、以前にも増して大きなズレ

が生じていたことがうかがえる。だから彼らは、主流社会側を「自分たちの自己認識を理解

していない他者」とみなし、嘲笑の対象とするのである。 

これらの個別事例から、混血のトレス海峡諸島民の扱いは一貫しておらず、肌の色を中心

とする外見的特徴にかなりの程度左右されていたことがわかる。こうした事態を生じさせ

たのは、明確な境界線の引かれた人種のカテゴリーを撹乱する混血のトレス海峡諸島民の

多様な出自であった。一方で彼らが多様な民族と混血する状況を作り出したのは、他ならぬ

オーストラリアの主流社会側である。トレス海峡諸島民の生活の場に真珠貝産業を興し、ト

レス海峡諸島民をそこに労働力として取り込んだこと、そして世界各地から移民を呼び寄

せたこと、また彼らが配偶者を伴って移民することを禁じたこと、つまりアジア系移民、ト

レス海峡諸島民をコントロールするために敷かれたはずの制度の網が、逆に両者の混血の

人びとを形成する引き金となったのである。言い換えれば、彼らの混血という現象そのもの

が植民地主義的な力学の表れであった。 

 

２ 先住民であることと混血であること 

白豪主義の柱の１つであった生物学的吸収の基層となる理念は、白人との混血を繰り返

し先住民らしいとされる身体的特徴を薄れさせることであった。それによって、身体的特徴、

特に肌の色に差異がなく、単一的な白人で構成された「白いオーストラリア」をつくり出す

ことが最終的な目的であった。しかしその枠組みには、アジア系移民とトレス海峡諸島民の

混血のような非白人との混血は含まれておらず、彼らの制度的位置付けは一貫していなか

った。クイーンズランド州主任アボリジニ保護官ロスのように、非白人と先住民との通婚、

混血を妨害する動きは一部見られたものの、大規模で組織的な措置が採られることはなか

った。結果として、単一的な「白いオーストラリア」を創出する目論見は、白人との混血を

前提とする生物学的吸収が基層にあったために、非白人との混血を含み込むことができず、

逆に多様な出自を持つ混血の先住民を生み出す結果をもたらした。 

このように多様な出自を持つことが「トレス海峡諸島民」という民族集団の核であるとす

る見方もある。1970 年代後半、日本の民族学者、地理学者によるトレス海峡諸島の民族学

的、地理学的調査が行われた。その調査に参加した杉本は「外来者（白人、アジア系、南太

平洋島嶼系など）との混血が進み、新しい民族が再構成されたとみてよい」という見方を示

している［杉本 1987：540］。また松本も、南太平洋系やアジア系の人びとと先住の人びと

との混血が進み、今日はその子孫たちがトレス海峡諸島民の大半を構成していることを指

摘し、「植民地化に伴うオーストラリアの法制度の中で、「トレス海峡諸島民」という新たな

民族がつくり出されたのである」と述べている［松本 2002：38］。新たな民族が作り出され
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たと見るにはより詳細な議論が必要であろうが、２人が指摘するように、多くのトレス海峡

諸島民が多様な民族の混血であることは、彼らの社会を捉える上で重要な要素の１つであ

ることは、ほぼ間違いないだろう15。実際、特に木曜島では移民の祖先を持たないトレス海

峡諸島民に出会うことは稀である。 

 彼らが多様な民族との混血であることは、彼らの先住民であることの真正性とは一見矛

盾するようにも見える。実際に本土のアボリジニの間では、白人との混血であり、アボリジ

ニ親族とのつながりも文化的内実も持たない「アボリジニとは思えない人びと」をめぐり、

彼らが真正なアボリジニであるか否かという問題がしばしば顕在化する例が報告されてい

る16［cf. 山内 2014］。しかしトレス海峡諸島民は、植民地支配とともに成立した集団である

といえる。彼らが対主流社会との関係性において、自分達は先住民であると主張するとき、

植民地支配の歴史の結果としての混血は彼らが先住民であることと矛盾しない。生物学的

に混血であることや文化的要素が混淆しているといった次元ではなく、混血であることそ

れ自体が、祖先から受け継がれた故地を開発されて移民との共生を余儀なくされ、生活の全

てを支配されてきた、植民地支配の歴史を語るものである。 

スチュアートは、先住民の標識として①先住性、②被支配性、③歴史の共有、④自認の 4

つの要素を提示した。そのなかでもここで注目したいのは②と③である。②被支配性とは、

現在、植民地支配が及んだ歴史的な居住域、もしくは強制移住させられた地域に居住し、あ

るいは自由意志で国内の移住先におり、そこで独自の生活様式を享受できない植民地的、も

しくは劣勢な社会的・法的な状況に置かれている集団とその子孫が持つ特性である。③歴史

の共有とは、歴史的な居住地、もしくは現在の生活根拠地において、植民地経営開始当時の

原住者の子孫と歴史的連続性があることを指す［スチュアート 2009：18-19］。この２点で

重視されているのは、植民地主義的な被支配の歴史を持つ人びとであり、彼らと歴史的連続

性を持つ子孫も、その植民地主義によって生じた社会的状況を継承している、ということで

ある。トレス海峡諸島民の多くが移民の混血であることは、植民地主義下において被支配的

な位置に置かれていたからこそ生じた結果である。被支配の歴史の共有が、先住民の重要な

構成要素の１つであるとするならば、トレス海峡諸島民の多くが移民の混血であるという

ことこそが、彼らがオーストラリアにおいて先住民という位置を占める根拠の１つなので

ある。 

 本稿で挙げた事例にも見られるように、政府側は純血も混血も含めトレス海峡諸島民を

その生物学的出自によって分断するような体制を採ってきた。彼ら自身も自らの多様な祖

先に由来する出自の差異をそれぞれ認識している。一方で、政府側の人種に基づく分断を意

味のないものとして嘲笑していた L の事例のように、彼らがそれぞれ異なる出自を持つこ

とは、彼らの間では自他を区別し分断する指標とはならない。ここに、支配側とトレス海峡

諸島民側との間で、自他認識の指標にズレが生じていることがわかる。当時「科学的」とさ

れた進化論に基づく人種主義は、トレス海峡諸島民の社会においては無意味なものとされ、

自他を区別する指標とはなりえなかった。人種主義が設定する、明確な境界線を引く人種の
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認識論、またそれに基づく「ハーフ・カースト」といった語は、彼らを分断するイディオム

とはならなかったのである。 

  

Ⅶ おわりに 
 
 本稿では、白豪主義下で展開した人種に基づく制度的分断を混血の先住民がいかに経験

し、どうそれを解釈したのか、木曜島の混血のトレス海峡諸島民の事例から検討した。白豪

主義下、特に同化政策期において、混血の先住民はほとんどの場合、白人との混血が想定さ

れており、混血の参照点は常に白人であった。そのため、同化政策の思想的背景にあった生

物学的吸収は、白人との混血を繰り返すことで先住民の肌の色を「脱色」し、主流社会に同

化させるという目論見であった。その実現のために主流社会は人種をカテゴリー化し、それ

に基づいて人びとを分断する制度を敷いた。 

しかしトレス海峡諸島では、真珠貝産業の開発を背景に、トレス海峡諸島民とアジア系を

中心とする移民の混血の人びとが増加し続けた。彼らは、生物学的吸収が想定する混血の枠

組みから外れる存在であった。また彼らは対先住民と対移民の両方の制度の対象となりえ

たが、誰がどの制度の対象になるのか一貫していなかった。それは、トレス海峡諸島でさら

に混血が進むことでいっそう顕著になる。結果として人種に基づくカテゴリーとそれに基

づく制度の運用は実質形骸化し、単純に外見的特徴による分断がなされていたことが、当時

を過ごした混血のトレス海峡諸島民の語りから読み取れる。彼らはそうした状況に対して

も、「そんな分断は無意味である」、「自分たちをそんなにきれいに分けることなどできない」

という。彼らと主流社会の支配者側との間には絶対的な力の不均衡があったにもかかわら

ず、語りの中では、主流社会の支配者側を「自分たちの自他認識を理解していない他者」と

して一笑に付す。彼らは支配者側の論理を自身の自他認識によって相対化し、それによって

「植民地主義を掲げ、支配側に立ってきた主流社会」と「植民地的支配を受けてきた先住民

社会」を対置させるのである。 

彼らは故地を植民地主義的な産業の拠点に変えられ、自らもその産業構造に取り込まれ、

生活の全てを主流社会の管理下に置かれるという経験をした。そのなかで、彼らは同じく政

府のコントロール下に置かれている移民との共生を余儀なくされ、結果としてトレス海峡

諸島民と移民の混血が形成されてきた。彼らが多様な移民の祖先を持つこと、彼らに由来す

る外見的特徴を持つことも、そうした植民地支配の経験と歴史によってもたらされた結果

である。その意味で、彼らが多様な移民の出自をもつ混血であること自体が彼らの植民地支

配の歴史を語るものとして、先住民であることの１要素を構成しているのである。 

 

謝辞 

 指導教員の梅屋潔先生をはじめとする、神戸大学大学院文化人類学コース教員、匿名の査

読者、文化人類学コース院生に、この場を借りて心より御礼申し上げます。またこの論文の



 70 

調査は、独立行政法人日本学術振興会 2019 年度若手研究者海外挑戦プログラムから助成を

受けて実現しました。その際受け入れ研究者となってくださった、ジェームズ・クック大学

のヘンリー・ロジータ先生には格別のご指導をいただきました。そして、快く調査に協力し

てくださったリリー・ジェーン・シバサキ氏をはじめとする関係者各位に深く感謝の意を表

します。 

 

注釈 
 
1 2016 年の統計によると、オーストラリアにおける全先住民人口は約 798,400 人で、そのう

ち約 5％（38,660 人）がトレス海峡諸島民、約 4％（32,220 人）がアボリジニとトレス海峡

諸島民両方のルーツを持つ人々である［Australian Bureau of Statistics 2018］。本論ではその両

方をトレス海峡諸島民とみなし、9％としている。現在ではトレス海峡諸島民の 7割以上が

オーストラリア本土に居住している。 
2 ベケットは、入植者らが主に海産資源を利用することに注力し、トレス海峡諸島民の土地

を収奪することはなく、伝統的な生活手段を積極的には奪わなかったために、白人の人びと

との大規模かつ継続的な接触がアボリジニほど凄惨なものにはならなかったと指摘してい

る［Beckett 1977：77］。 
3 ブラックバーディング（Black Birding）と呼ばれる、オーストラリア人による、労働力確

保を目的とした太平洋諸島民の拉致行為、真珠貝産業と比肩してクイーンズランド州の主

要産業であったサトウキビ生産業での太平洋諸島民労働者の過酷かつ不平等な労働条件が

問題視されたためである。 
4 船上からダイバーの様子を監視し、適宜支援を行う職種のこと。当時の潜水は、船上から

送気管を通じてダイバーに空気を供給する送気式潜水だった。ダイバーとテンダーには信

頼感が重要であるとされ、当時は意図的に同じ民族集団の者同士を組ませていた［Ganter 

1994：28−29］。 
5 移民男性のニーズを満たすために「からゆきさん」と呼ばれる娼婦の日本人女性らが木曜

島に一定数居住しており、娼家も数軒あったことが報告されている［Nagata 2004］。 
6 原文ではアボリジニ女性（Aboriginal women）と表記されている。この時点では、アボリ

ジニとトレス海峡諸島民は明確に区別されていない。 
7 第二次世界大戦前後における移民の社会的地位の変化については、特に日本人移民が顕著

な例である。日本人移民とその混血の先住民は、戦前は優れたダイバーとして特権的な地位

を有したにもかかわらず、戦中は敵性外国人とみなされ収容所へ抑留された。戦後は多くの

日本人移民が帰国したが、木曜島では再びダイバーの腕を買われて元の職に復帰する者も

いたという。この考察に関しては別稿に譲りたい。 
8 カソリック寄宿学校のこと。 
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9 オーストラリアでは、公立中学校と高校が一貫校となっており、日本の中学１年生にあた

る７年生から高校３年生 12 年生まで同じ学校で教育を受けるのが一般的である。その一貫

校をオーストラリアでは通常「ハイスクール（high school）」と呼ぶため、ここではハイスク

ールと表記する。 
10 伝統的養子（Traditional Adoption、現地語では Kupai Omasker）は、トレス海峡諸島民のあ

いだで書類上の手続きを経ずに、口頭で取り決められる養子慣行である。近代法による養子

縁組が一般的になった現在でも、この慣習はトレス海峡諸島民の間で広く行われ、彼らの親

族関係を構成する重要な要素のひとつとなっている。 
11 Thursday Island の略称。トレス海峡諸島民や木曜島居住者の間では、この呼び方が通称と

して日常会話で用いられる。 
12 同様の事例は、木曜島と同様に真珠貝産業が展開し、多様なエスニック・グループが移民

し居住していたブルームでも見られる。そこでは 1970 年代にエスニック・ヒエラルキーの

象徴とされるこの制度は廃止された［山内 2014：106］。 
13 非白人の中でも、比較的肌の色が明るい人びとのことを指す。アイナの事例の、ブラウン

スキンとほぼ同義の呼称として用いられる。 
14 トレス海峡諸島民の人びとは、Torres Strait Islander を略して「アイランダー（Islander）」

という呼称を用いるが、これはトレス海峡諸島民ではない人と対比させた自称である。トレ

ス海峡諸島民同士の場合、個別の出身の島々、あるいは、「日系アイランダー（Japanese-

Islander）」「マレー系アイランダー（Malaysian-Islander）」といったように移民の祖先の出自

を用いて互いの出身、出自を区別している。 
15 トレス海峡諸島民の文化にも、多様な民族の祖先に由来する諸文化との混淆性が指摘さ

れている。シュヌカルはその混淆性に着目し、トレス海峡諸島民の伝統文化や慣習を象徴す

る「アイラン・パシン（Ailan Pasin、アイランド・カスタム）15」のハイブリッド性を指摘し

ている［Shnukal 2004：247］。またベケットも、トレス海峡諸島民の現在の文化や習慣の多

くは 19 世紀頃以来、他地域から来た文化の断片が集まってできたものだと指摘している

［Beckett 1987：4］。 
16 白人との混血のアボリジニで、文化的内実や親族とのつながりを持たない人全てが「ア

ボリジニとは思えない人びと」として他のアボリジニから対象化され、批判されるわけでは

ない。山内は生物学的出自に基づく「出自性モデル」と、親族ネットワークに基づく相互同

定に基づく「関係性モデル」を比較し、後者に基づくアボリジニ性に対する理解の欠如への

苛立ちが、「アボリジニとは思えない人びと」への批判として表れるのだとしている［山内 

2014：132］。 
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